
令和３年度 年末調整相談・決算相談時の駐車場 

 

下記図の①から⑧のみとなります。 

８台限定 

 

小杉苑様の駐車場は使用不可となります。 

絶対に駐車しないようお願いいたします。 

 

年末調整相談時 ：  駐車スペースが無い場合は、出直しをお願いいたします。 

決 算 相 談 時 ： 事業所１台のみとさせていただきます。 

２台以上でのご来会は他の事業主様への迷惑となりますので、絶対にお止め下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 会員の皆様には大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。 


